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第一部【企業情報】

第１【企業の概況】

１【主要な経営指標等の推移】

提出会社の状況

回次 第62期中 第63期中 第64期中 第62期 第63期

会計期間

自　令和２年
　　11月１日
至　令和３年
　　４月30日

自　令和３年
　　11月１日
至　令和４年
　　４月30日

自　令和４年
　　11月１日
至　令和５年
　　４月30日

自　令和２年
　　11月１日
至　令和３年
　　10月31日

自　令和３年
　　11月１日
至　令和４年
　　10月31日

売上高 （千円） 150,443 159,229 157,792 300,405 308,922

経常利益 （千円） 45,552 53,256 47,533 88,031 97,969

中間（当期）純利益 （千円） 30,348 35,430 31,080 58,717 65,312

持分法を適用した場合の投資

利益
（千円） － － － － －

資本金 （千円） 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000

発行済株式総数 （株） 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000

純資産額 （千円） 1,888,948 1,952,747 2,013,711 1,917,317 1,982,630

総資産額 （千円） 4,625,701 4,696,233 4,763,042 4,683,665 4,777,770

１株当たり純資産額 （円） 188,894.87 195,274.79 201,371.14 191,731.79 198,263.04

１株当たり中間（当期）純利

益
（円） 3,034.80 3,543.01 3,108.10 5,871.72 6,531.25

潜在株式調整後１株当たり中

間（当期）純利益
（円） － － － － －

１株当たり配当額 （円） － － － － －

自己資本比率 （％） 40.8 41.6 42.3 40.9 41.5

営業活動によるキャッシュ・

フロー
（千円） 15,216 50,837 64,828 167,466 146,422

投資活動によるキャッシュ・

フロー
（千円） △2,125 △3,353 △52,269 △5,740 △6,169

財務活動によるキャッシュ・

フロー
（千円） － － － － －

現金及び現金同等物の中間期

末（期末）残高
（千円） 211,001 407,120 512,448 359,635 499,888

従業員数 （名） － － － － －

（注）　１　当社は中間連結財務諸表を作成しておりませんので、中間連結会計期間等にかかる主要な経営指標等の推移

           については記載しておりません。

　　　　２　持分法を適用した場合の投資利益については、関連会社がないため記載しておりません。

３　潜在株式調整後１株当たり中間（当期）純利益については、潜在株式がないため記載しておりません。

４　「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号　2020年３月31日）等を第63期中間会計期間の期首

から適用しており、第63期中及び第63期以降に係る主要な経営指標等については、当該会計基準等を適用

した後の指標等となっております。

 

２【事業の内容】

　当中間会計期間において、当社が営む事業の内容について重要な変更はありません。

 

３【関係会社の状況】

　該当事項はありません。
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４【従業員の状況】

　当社はゴルフ場及びその附属設備並びにスキー場を所有し、これを一括して三好カントリー倶楽部と荘川高原カン

トリー倶楽部に賃貸しており、ゴルフ場及びスキー場運営に関する事務は、すべて賃借人たる三好カントリー倶楽部

及び荘川高原カントリー倶楽部において処理しておりますので、当社の代表取締役・常務取締役泉憲一が専らその事

務をとり、三好カントリー倶楽部及び荘川高原カントリー倶楽部の職員の一部に補助を依頼しております。
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第２【事業の状況】

１【経営方針、経営環境及び対処すべき課題等】

(1）経営方針・経営戦略等

　当中間会計期間において、当社が定めている経営方針・経営戦略等に重要な変更はありません。

　また、新たに定めた経営方針・経営戦略等はありません。

 

(2）優先的に対処すべき事業上及び財務上の課題

　当中間会計期間において、当社が優先的に対処すべき事業上及び財務上の課題について重要な変更はありませ

ん。

　また、新たに生じた優先的に対処すべき事業上及び財務上の課題はありません。

 

 

２【事業等のリスク】

　当中間会計期間において、新たな事業等のリスクの発生、または、前事業年度の有価証券報告書に記載した事業等

のリスクについての重要な変更はありません。

 

 

３【経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

　　当中間会計期間における我が国経済は、新型コロナウイルス感染症に対する行動制限が緩和され、徐々に社会経済活

動が正常化に向かいつつあります。しかしながら、ウクライナ情勢の長期化に伴う原材料及びエネルギー等の高騰、並

びに世界的な金融引締めの影響により、依然として先行き不透明な状況が継続しております。

　このような情勢の中ではありますが、会員及びその他の利用者のみなさまに安全かつ快適な環境を提供できるよう、

東17番ホールのカート道改修工事を実施いたしました。

 

(1)経営成績の状況

　収入につきましては、賃貸料収入は前期比若干減少しました。これは荘川高原カントリー倶楽部に対する賃貸料

の引き下げによるものです。索道事業収入も荘川高原スキー場が雪不足のため前年より早くクローズしたことから

若干減少しました。結果として、売上高は157,792千円（前年同期比99.1％）となりました。

　売上原価につきましては、索道事業収入と同額の索道事業費用も減少しましたが、修繕費、減価償却費の増加等

もあり、97,754千円（前年同期比105.7％）となりました。販売費及び一般管理費は14,381千円（前年同期比

104.1％）となり、営業利益は45,655千円（前年同期比86.3％）、中間純利益は31,080千円（前年同期比87.7％）

となりました。

 

セグメント別の経営成績は次のとおりであります。

　賃貸事業におきましては、売上高は140,850千円(前年同期比99.2％)、営業利益48,248千円(前年同期比88.0％)

となりました。

　分譲地関連事業におきましては、売上高は8,485千円（前年同期比101.8％）、営業損失2,592千円（前年同期は

営業損失1,950千円）となりました。

　また、索道事業は、売上高は8,457千円（前年同期比95.7％）、営業利益は0円（前年同期と同額）となりまし

た。

 

(2）キャッシュ・フローの状況

　当中間会計期間末における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、前事業年度末に比べ12,559千円増

加し、512,448千円となりました。

　当中間会計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は、次のとおりであります。

（営業活動によるキャッシュ・フロー）

　営業活動の結果獲得した資金は、64,828千円（前年同期比13,990千円増）となりました。これは主に、税引前中

間純利益の計上及び減価償却費が47,490千円計上されたことによるものであります。
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（投資活動によるキャッシュ・フロー）

　投資活動の結果使用した資金は52,269千円（前年同期比48,915千円増）となりました。これは有形固定資産の取

得によるものであります。

 

(3）販売の実績

当中間会計期間の販売実績をセグメントごとに示すと、次のとおりであります。

セグメントの名称
当中間会計期間

（自　令和４年11月１日
至　令和５年４月30日）

 
前年同期比　 (％)

 

賃貸事業　　　　　     　（千円） 140,850 99.2

分譲地関連事業　　　　　　（千円） 8,485 101.8

索道事業　　　　　　　　　（千円） 8,457 95.7

　　　　　　　合 計　　　　（千円） 157,792 99.1

（注）　前中間会計期間及び当中間会計期間の主な相手先別の販売高及び総販売実績に対する割合は次のとおりであ

　　　ります。

 

相手先

 

前中間会計期間 当中間会計期間

　金額（千円） 　割合（％） 　金額（千円） 　割合（％）

　三好カントリー倶楽部 　　　　　　138,000 　　　　　　　86.7 　　　　　　138,000 　　　　　　　87.5

 
（4）財政状態の分析
　（資産の部）
　当中間会計期間末の資産の部合計は、前事業年度末と比較して14,728千円(0.3％）減少し、4,763,042千円とな
りました。
　流動資産は同18,476千円（3.6％）増加し、538,199千円となりました。増減の主な要因は、現金及び預金の
12,559千円増加であります。
　固定資産は同33,204千円（0.8％）減少し、4,224,842千円となりました。これは、有形固定資産の取得が15,153
千円ありましたが、減価償却費が47,490千円あったことによるものであります。

　（負債の部）
　当中間会計期間末の負債の部合計は、前事業年度末と比較して45,809千円（1.6％）減少し、2,749,330千円とな
りました。
　流動負債は同45,268千円（46.3％）減少し、52,524千円となりました。増減の主な要因は、未払金が44,459千円
減少したことであります。
　固定負債は同540千円（0.0％）減少し、2,696,806千円となりました。

　（純資産の部）
　当中間会計期間末の純資産の部合計は、前事業年度末と比較して31,080千円（1.6％）増加し、2,013,711千円と
なりました。増減の主な要因は、中間純利益31,080千円を計上したことであります。

 
（5）経営者の視点による経営成績等の状況に関する分析・検討内容

　（経営成績）

賃貸事業につきましては、荘川高原カントリー倶楽部について慢性的な雪不足や新型コロナウイルス感染症の影

響等による経営状況の悪化を考慮して、令和４年４月以降の賃貸料を減額しております。賃貸原価、販売費及び一

般管理費については、クラブハウス塗装修繕、練習場ネット修繕等により、増加しました。その結果、セグメント

利益は前期を下回りました。

分譲地関連事業については、管理料収入はほぼ前期並みとなっておりますが、分譲地の伐採作業費等の発生によ

り分譲地管理費用が増加したことから、セグメント損失はやや増加しました。

索道事業については、ほぼ前期並みとなっております。ただし、費用も同額発生したため損益は生じておりませ

ん。

全体としては、賃貸事業における賃貸原価の増加の影響が大きく、中間純利益は減少しました。
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　（資本の財源及び資金の流動性）

ゴルフ場経営は莫大な固定設備を必要とし、管理維持にも多大な費用がかかりますが、自己資本は2,013,711千

円と高水準を維持しており財源として安定しております。従いまして、設備資金、運転資金は、すべて自己資金で

賄うことが可能です。また、営業活動によるキャッシュ・フローは64,828千円となっており設備投資に充てる短期

的な支払能力は高い状況にあります。

 

４【経営上の重要な契約等】

　　　当中間会計期間において、経営上の重要な契約等の決定又は締結等はありません。

 

５【研究開発活動】

　該当事項はありません。
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第３【設備の状況】

１【主要な設備の状況】
　当中間会計期間において、主要な設備に重要な異動はありません。

 

２【設備の新設、除却等の計画】
(1）重要な設備の新設等
　特記すべき設備計画はありません。

 
(2）重要な設備の除却等
　該当事項はありません。
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第４【提出会社の状況】

１【株式等の状況】

（１）【株式の総数等】

①【株式の総数】

種類 発行可能株式総数（株）

普通株式 20,800

計 20,800

 

②【発行済株式】

種類
中間会計期間末現在発
行数（株）
（令和５年４月30日）

提出日現在発行数
（株）

（令和５年７月28日）

上場金融商品取引所
名又は登録認可金融
商品取引業協会名

内容

普通株式 10,000 10,000 非上場

株式の譲渡には当社の承認を

要します。また、単元株制度

は採用しておりません。

計 10,000 10,000 － －

 

（２）【新株予約権等の状況】

①【ストックオプション制度の内容】

該当事項はありません。

 

②【その他の新株予約権等の状況】

該当事項はありません。

 

（３）【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

 該当事項はありません。
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（４）【発行済株式総数、資本金等の状況】

年月日
発行済株式
総数増減数
（株）

発行済株式
総数残高
（株）

資本金増減額
 

（千円）

資本金残高
 

（千円）

資本準備金
増減額
（千円）

資本準備金
残高

（千円）

令和４年11月1日～

令和５年4月30日
－ 10,000 － 100,000 － －

 

（５）【大株主の状況】

  令和５年４月30日現在

氏名又は名称 住所
所有株式数
（株）

発行済株式（自己株
式を除く。）の総数
に対する所有株式数
の割合（％）

三好カントリー倶楽部 愛知県みよし市黒笹町三ケ峯1271番地 160 1.60

トヨタ自動車株式会社 豊田市トヨタ町１番地 48 0.48

ゴムノイナキ株式会社 名古屋市中区上前津二丁目８番１号 48 0.48

株式会社三菱ＵＦＪ銀行 東京都千代田区丸の内二丁目７番１号 40 0.40

東邦瓦斯株式会社 名古屋市熱田区桜田町19番18号 36 0.36

東海テレビ放送株式会社 名古屋市東区東桜一丁目14番27号 32 0.32

興和株式会社 名古屋市中区錦三丁目６番２９号 32 0.32

株式会社豊田自動織機 刈谷市豊田町二丁目１番地 28 0.28

豊証券株式会社 名古屋市中区栄三丁目７番１号 28 0.28

日本製鉄株式会社 東京都千代田区丸の内二丁目６番１号　 24 0.24

中部電力株式会社 名古屋市東区東新町１番地 24 0.24

東海レベラー鋼業株式会社 東海市荒尾町蜂ヶ尻６番地の１ 24 0.24

計 － 524 5.24
 

（６）【議決権の状況】

①【発行済株式】

令和５年４月30日現在
 

区分 株式数（株） 議決権の数（個） 内容

無議決権株式 － － －

議決権制限株式（自己株式等） － － －

議決権制限株式（その他） － － －

完全議決権株式（自己株式等） － － －

完全議決権株式（その他）  普通株式　　10,000 　　　　　　　10,000 －

単元未満株式 － － －

発行済株式総数 10,000 － －

総株主の議決権 － 　　　　　　　10,000 －

 
②【自己株式等】

　該当事項はありません。
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２【役員の状況】

　前事業年度の有価証券報告書提出日後、当中間会計期間における役員の異動は、次のとおりであります。

 

（１）退任役員

役職名 氏　名 退任年月日

取締役 加藤千麿
2023年２月25日

（死亡による退任）

 

（２）異動後の役員の男女別人数及び女性の比率

　　　男性10名　女性－名　（役員のうち女性の比率－％）
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第５【経理の状況】

１　中間財務諸表の作成方法について
　当社の中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和52年大蔵省令第38号）

に基づいて作成しております。
 

２　監査証明について
　当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、中間会計期間（令和４年11月１日から令和５年４月

30日まで）の中間財務諸表について、名古屋監査法人による中間監査を受けております。
 
３　中間連結財務諸表について
　当社は子会社を有しておりませんので、中間連結財務諸表は作成しておりません。
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１【中間財務諸表等】

(1)【中間財務諸表】

①【中間貸借対照表】

  (単位：千円)

 
前事業年度

(令和４年10月31日)
当中間会計期間

(令和５年４月30日)

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 499,888 512,448

未収入金 16,880 23,925

分譲用土地 14,035 14,035

その他 1,048 659

貸倒引当金 △12,130 △12,870

流動資産合計 519,723 538,199

固定資産   

有形固定資産   

建物（純額） 511,399 500,668

建物附属設備（純額） 202,218 188,864

構築物（純額） 407,481 390,560

ゴルフコース 2,110,894 2,110,894

土地 972,850 983,700

その他（純額） 50,874 47,826

有形固定資産合計 ※ 4,255,719 ※ 4,222,515

無形固定資産 1,711 1,711

投資その他の資産 615 615

固定資産合計 4,258,046 4,224,842

資産合計 4,777,770 4,763,042

負債の部   

流動負債   

未払金 55,113 10,653

未払法人税等 18,468 16,127

その他 24,211 25,744

流動負債合計 97,792 52,524

固定負債   

繰延税金負債 97,347 96,806

長期預り保証金 2,600,000 2,600,000

固定負債合計 2,697,347 2,696,806

負債合計 2,795,139 2,749,330

純資産の部   

株主資本   

資本金 100,000 100,000

資本剰余金   

その他資本剰余金 900,000 900,000

資本剰余金合計 900,000 900,000

利益剰余金   

その他利益剰余金   

固定資産圧縮積立金 200,969 199,965

別途積立金 200,000 200,000

繰越利益剰余金 581,661 613,745

利益剰余金合計 982,630 1,013,711

株主資本合計 1,982,630 2,013,711

純資産合計 1,982,630 2,013,711

負債純資産合計 4,777,770 4,763,042
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②【中間損益計算書】

  (単位：千円)

 
前中間会計期間

(自　令和３年11月１日
　至　令和４年４月30日)

当中間会計期間
(自　令和４年11月１日
　至　令和５年４月30日)

売上高 159,229 157,792

売上原価 ※１ 92,500 ※１ 97,754

売上総利益 66,729 60,037

販売費及び一般管理費 13,821 14,381

営業利益 52,907 45,655

営業外収益 348 1,877

経常利益 53,256 47,533

特別損失 － ※２ 866

税引前中間純利益 53,256 46,667

法人税、住民税及び事業税 18,652 16,127

法人税等調整額 △825 △540

法人税等合計 17,826 15,586

中間純利益 35,430 31,080
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③【中間株主資本等変動計算書】

前中間会計期間（自　令和３年11月１日　至　令和４年４月30日）

        (単位：千円)

 株主資本

純資産
合計

 

資本金

資本剰余金 利益剰余金

株主資本
合計

 

その他資
本剰余金

資本剰余
金合計

その他利益剰余金

利益剰余
金合計

 
固定資産
圧縮積立
金

別途積立
金

繰越利益
剰余金

当期首残高 100,000 900,000 900,000 202,976 200,000 514,341 917,317 1,917,317 1,917,317

当中間期変動額          

中間純利益 － － － － － 35,430 35,430 35,430 35,430

固定資産圧縮積立金の取崩 － － － △1,003 － 1,003 － － －

当中間期変動額合計 － － － △1,003 － 36,433 35,430 35,430 35,430

当中間期末残高 100,000 900,000 900,000 201,972 200,000 550,775 952,747 1,952,747 1,952,747

 

当中間会計期間（自　令和４年11月１日　至　令和５年４月30日）

        (単位：千円)

 株主資本

純資産
合計

 

資本金

資本剰余金 利益剰余金

株主資本
合計

 

その他資
本剰余金

資本剰余
金合計

その他利益剰余金

利益剰余
金合計

 
固定資産
圧縮積立
金

別途積立
金

繰越利益
剰余金

当期首残高 100,000 900,000 900,000 200,969 200,000 581,661 982,630 1,982,630 1,982,630

当中間期変動額          

中間純利益 － － － － － 31,080 31,080 31,080 31,080

固定資産圧縮積立金の取崩 － － － △1,003 － 1,003 － － －

当中間期変動額合計 － － － △1,003 － 32,084 31,080 31,080 31,080

当中間期末残高 100,000 900,000 900,000 199,965 200,000 613,745 1,013,711 2,013,711 2,013,711
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④【中間キャッシュ・フロー計算書】

  (単位：千円)

 
前中間会計期間

(自　令和３年11月１日
　至　令和４年４月30日)

当中間会計期間
(自　令和４年11月１日
　至　令和５年４月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー   

税引前中間純利益 53,256 46,667

減価償却費 46,253 47,490

固定資産除却損 － 866

その他の資産・負債の増減額 △30,963 △11,727

小計 68,545 83,296

法人税等の支払額 △17,707 △18,468

営業活動によるキャッシュ・フロー 50,837 64,828

投資活動によるキャッシュ・フロー   

有形固定資産の取得による支出 △3,353 △52,269

投資活動によるキャッシュ・フロー △3,353 △52,269

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 47,484 12,559

現金及び現金同等物の期首残高 359,635 499,888

現金及び現金同等物の中間期末残高 ※ 407,120 ※ 512,448
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【注記事項】

（重要な会計方針）

１　資産の評価基準及び評価方法

  棚卸資産

　　総平均法による原価法（貸借対照表価額は収益性低下に基づく簿価切下げの方法により算定）を採用しております。
 
２　固定資産の減価償却の方法

（１）有形固定資産

　 定額法によっております。

（２）無形固定資産

 　定額法によっております。

 

３　引当金の計上基準

   貸倒引当金

 債権の貸倒による損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権について

は個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。
 

４　収益及び費用の計上基準

　当社の顧客との契約から生じる収益に関する主要な事業における主な履行義務の内容及び当該履行義務を充足する通

常の時点（収益を認識する通常の時点）は以下の通りであります。

（１）賃貸事業

三好カントリー倶楽部へゴルフ場施設の貸出、荘川高原カントリー倶楽部へスキー場施設の貸出を行っておりま

す。賃貸事業については、通常の賃貸借取引に係る方法により収益を認識しています。

（２）分譲地関連事業

岐阜県高山市所在別荘分譲地の販売及び管理を行っております。販売については、不動産を引き渡した時点で収益

を認識し、管理については、役務提供期間にわたりその期間の経過に応じて収益を認識しています。

（３）索道事業

岐阜県高山市所在のスキー場において、索道事業を行っております。リフトの利用者からリフト使用料を収受して

おり、リフト券の販売引渡し時点で収益を認識しています。

 

５　中間キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲

　　中間キャッシュ・フロー計算書における資金（現金及び現金同等物）は、手許現金、随時引出し可能な預金及び取得

　日から３ヶ月以内に満期の到来する定期預金からなっております。
 

（会計方針の変更）

　　該当事項はありません。

 

（追加情報）

　該当事項はありません。

 

（中間貸借対照表関係）

※　有形固定資産の減価償却累計額

 
前事業年度

（令和４年10月31日）
当中間会計期間

（令和５年４月30日）

　 3,035,859千円 3,083,099千円

 

（中間損益計算書関係）

※１　減価償却実施額

 
前中間会計期間

（自　令和３年11月１日
至　令和４年４月30日）

当中間会計期間
（自　令和４年11月１日
至　令和５年４月30日）

有形固定資産 46,253千円 47,490千円
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　　　　　※２　特別損失のうち主要な費目及び金額は次のとおりであります。

 
前中間会計期間

（自　令和３年11月１日
至　令和４年４月30日）

当中間会計期間
（自　令和４年11月１日
至　令和５年４月30日）

固定資産除却損   

 構築物 －千円 866千円

　計 － 866

 

（中間株主資本等変動計算書関係）

前中間会計期間（自　令和３年11月１日　至　令和４年４月30日）

１　発行済株式に関する事項

株式の種類 当事業年度期首 増加 減少 当中間会計期間末

普通株式（株） 10,000 － － 10,000

 
２　自己株式に関する事項

　該当事項はありません。
 

３　新株予約権等に関する事項

　該当事項はありません。
 

４　配当に関する事項

　該当事項はありません。
 

当中間会計期間（自　令和４年11月１日　至　令和５年４月30日）

１　発行済株式に関する事項

株式の種類 当事業年度期首 増加 減少 当中間会計期間末

普通株式（株） 10,000 － － 10,000

 
２　自己株式に関する事項

　該当事項はありません。
 

３　新株予約権等に関する事項

　該当事項はありません。
 

４　配当に関する事項

　該当事項はありません。
 

（中間キャッシュ・フロー計算書関係）

※　現金及び現金同等物の中間期末残高と中間貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係

 
前中間会計期間

（自　令和３年11月１日
至　令和４年４月30日）

当中間会計期間
（自　令和４年11月１日
至　令和５年４月30日）

現金及び預金勘定 407,120千円 512,448千円

預入期間が３か月を超える定期預金 － －

現金及び現金同等物 407,120 512,448

 

（リース取引関係）

　　　　　該当事項はありません。
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（金融商品関係）

前事業年度（令和４年10月31日）

 １. 金融商品の時価等に関する事項

　令和４年10月31日における貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりでありま

す。

 

　(1) 資　産

　　　「現金及び預金」、「未収入金」については、現金であること、または短期間で決済されるため、時

価は帳簿価額と近似するものであることから、記載を省略しております。

　(2) 負　債

　　　「未払金」、「未払費用」、「未払法人税等」、「未払消費税等」については、短期間で決済される

ため、時価は帳簿価額と近似するものであることから、記載を省略しております。

 

 ２. 金融商品の時価のレベルごとの内訳に関する事項

　　金融商品の時価を、時価の算定に係るインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の３つのレベ

　ルに分類しております。

　　　レベル１の時価：観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、活発な市場において形成される当

該時価の算定の対象となる資産又は負債に関する相場価格により算定した時価

　　　レベル２の時価：観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、レベル１のインプット以外の時価

の算定に係るインプットを用いて算定した時価

　　　レベル３の時価：観察できない時価の算定に係るインプットを使用して算定した時価

 

　　時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプットがそれ

　ぞれ属するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類しております。

 
当中間会計期間（令和５年４月30日）

 １. 金融商品の時価等に関する事項

　令和５年４月30日における中間貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであり

ます。

 

　(1) 資　産

　　　「現金及び預金」、「未収入金」については、現金であること、または短期間で決済されるため、時

価は帳簿価額と近似するものであることから、記載を省略しております。

　(2) 負　債

　　　「未払金」、「未払費用」、「未払法人税等」、「未払消費税等」については、短期間で決済される

ため、時価は帳簿価額と近似するものであることから、記載を省略しております。

 

 ２. 金融商品の時価のレベルごとの内訳に関する事項

　　金融商品の時価を、時価の算定に係るインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の３つのレベ

　ルに分類しております。

　　　レベル１の時価：観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、活発な市場において形成される当

該時価の算定の対象となる資産又は負債に関する相場価格により算定した時価

　　　レベル２の時価：観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、レベル１のインプット以外の時価

の算定に係るインプットを用いて算定した時価

　　　レベル３の時価：観察できない時価の算定に係るインプットを使用して算定した時価

 

　　時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプットがそれ

　ぞれ属するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類しております。

 

　(1) 時価で中間貸借対照表に計上している金融商品

　　 前事業年度（令和４年10月31日）

　　　該当事項はありません。

 

　　 当中間会計期間（令和５年４月30日）

　　　該当事項はありません。
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　(2) 時価で中間貸借対照表に計上している金融商品以外の金融商品

　　 前事業年度（令和４年10月31日）

区分

時価（千円）

レベル１ レベル２ レベル３ 合計

 長期預り保証金 － － 2,600,000 2,600,000

負債計 － － 2,600,000 2,600,000

 

　　　当中間会計期間（令和５年４月30日）

区分

時価（千円）

レベル１ レベル２ レベル３ 合計

 長期預り保証金 － － 2,600,000 2,600,000

負債計 － － 2,600,000 2,600,000

（注）時価の算定に用いた評価技法及び時価の算定に係るインプットの説明

長期預り保証金

　要求払いの特徴を有する長期預り保証金については、賃借人からの要求に応じて支払われるものであり、レ

ベル３の時価に分類しております。

 

（有価証券関係）

　　該当事項はありません。

 

（デリバティブ取引関係）

　　該当事項はありません。

 

（ストック・オプション等関係）

　　該当事項はありません。

 

（持分法損益等）

　　該当事項はありません。

 

（資産除去債務関係）

　　該当事項はありません。

 

（賃貸等不動産関係）

　当社では、主に愛知県みよし市にゴルフ場施設を、岐阜県高山市にスキー場施設を賃貸不動産として所持しており、そ

の施設を三好カントリー倶楽部及び荘川高原カントリー倶楽部へ賃貸しております。

　これら賃貸等不動産の中間貸借対照表計上額（貸借対照表計上額）、期中増減額及び時価は次のとおりであります。

　(単位：千円）

 

 

前事業年度

　（自　令和３年11月１日

　　至　令和４年10月31日）

当中間会計期間

　（自　令和４年11月１日

　　至　令和５年４月30日）

　中間貸借対照表計上額（貸借対照表計上額）   

 　期首残高 4,265,084 4,183,761

 　期中増減額 △81,323 △28,832

 　中間期末（期末）残高 4,183,761 4,154,929

　中間期末（期末）時価 5,209,215 5,180,346

（注）１．中間貸借対照表計上額（貸借対照表計上額）は取得原価から減価償却累計額を控除した金額であります。
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　　　２．期中増減額のうち、前事業年度の主な増加額は三好カントリー倶楽部東４番カートパス新設工事（1,154千

円）、東４番カート道新設工事（1,370千円）、東５番カート道新設舗装工事（1,348千円）であり、主な減少

額は減価償却費（86,714千円）であります。当中間会計期間の主な増加額は三好カントリー倶楽部６号井戸水

中ポンプ更新（1,288千円）、東１７カート道路新設舗装工事（1,772千円）、正門横土地取得（10,850千円）

であり、主な減少額は減価償却費（42,425千円）であります。

　　　３．中間期末（期末）の時価は、社外の不動産鑑定士による不動産鑑定評価書に基づく金額をもとに算定した金額

　　　　　であります。
 

（企業結合等関係）

　　該当事項はありません。

 

（収益認識関係）

1．顧客との契約から生じる収益を分解した情報

前中間会計期間（自　令和３年11月１日　至　令和４年４月30日）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：千円）

 
報告セグメント 合　計

賃貸事業 分譲地関連事業 索道事業  

賃貸収入（三好カントリー倶楽部） 138,000 ― ― 138,000

賃貸収入（荘川高原カントリー倶楽部） 4,050 ― ― 4,050

分譲地販売収入 ― ― ― ―

分譲地管理収入 ― 8,339 ― 8,339

リフト収入 ― ― 8,840 8,840

売上高 142,050 8,339 8,840 159,229

 

当中間会計期間（自　令和４年11月１日　至　令和５年４月30日）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：千円）

 
報告セグメント 合　計

賃貸事業 分譲地関連事業 索道事業  

賃貸収入（三好カントリー倶楽部） 138,000 ― ― 138,000

賃貸収入（荘川高原カントリー倶楽部） 2,850 ― ― 2,850

分譲地販売収入 ― ― ― ―

分譲地管理収入 ― 8,485 ― 8,485

リフト収入 ― ― 8,457 8,457

売上高 140,850 8,485 8,457 157,792

 

２．顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報

顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報は、「（重要な会計方針）４．収益及び費用の計上基

準」に記載のとおりであります。

 

（セグメント情報等）

【セグメント情報】

1.報告セグメントの概要

　当社の報告セグメントは、当社の構成単位のうち分離された財務情報が入手可能であり、取締役会が経

営資源の配分の決定及び業績を評価するために定期的に検討を行う対象となっているものであります。

　当社は、三好カントリー倶楽部へゴルフ場施設の貸出、荘川高原カントリー倶楽部へスキー場施設の貸

出、荘川高原の分譲地の販売・管理、さらには荘川高原において索道事業を展開しております。

　したがって、当社は事業内容により「賃貸事業」「分譲地関連事業」と「索道事業」の３つの報告セグ

メントとしております。

　「賃貸事業」は、ゴルフ場並びにスキー場の施設を賃貸しております。「分譲地関連事業」は、岐阜県高

山市所在別荘分譲地の販売及び管理を行っております。「索道事業」は、岐阜県高山市所在のスキー場にお

いて、索道事業を行っております。

 
 

2.報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額の算定方法
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　報告されている事業セグメントの会計処理の方法は、「重要な会計方針」における記載と概ね同一であ

ります。

　報告セグメントの利益は、営業利益ベースの数値であります。
 
 

3.報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額に関する情報

 

　　　　　前中間会計期間（自　令和３年11月１日　至　令和４年４月30日）

    （単位：千円)

 賃貸事業 分譲地関連事業 索道事業 合　計

売上高     

外部顧客への売上高 142,050 8,339 8,840 159,229

セグメント間の内部売上高又は振替高 － － － －

計 142,050 8,339 8,840 159,229

セグメント利益又は損失（△） 54,857 △1,950 － 52,907

セグメント資産 4,240,518 46,882 － 4,287,401

その他の項目
 

 
   

減価償却費 44,789 1,464 － 46,253

有形固定資産及び無形固定資産の増加額 3,721 － － 3,721

（注）売上高及びセグメント利益は、中間損益計算書の売上高及び営業利益に一致しております。

 

　　　　　当中間会計期間（自　令和４年11月１日　至　令和５年４月30日）

    （単位：千円)

 賃貸事業 分譲地関連事業 索道事業 合　計

売上高     

外部顧客への売上高 140,850 8,485 8,457 157,792

セグメント間の内部売上高又は振替高 － － － －

計 140,850 8,485 8,457 157,792

セグメント利益又は損失（△） 48,248 △2,592 － 45,655

セグメント資産 4,203,798 45,083 － 4,248,882

その他の項目
 

 
   

減価償却費 45,563 1,927 － 47,490

有形固定資産及び無形固定資産の増加額 15,153 － － 15,153

（注）売上高及びセグメント利益は、中間損益計算書の売上高及び営業利益に一致しております。

 

 

4.報告セグメント合計額と中間財務諸表計上額との差額及び当該差額の主な内容（差異調整に関する事項）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　         　　（単位：千円）

　資　産 　前中間会計期間 　当中間会計期間

　報告セグメント計

　全社資産（注）

4,287,401

408,832

4,248,882

514,159

　中間財務諸表の資産合計 4,696,233 4,763,042

　（注）全社資産は、主に本社の資金であります。
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【関連情報】

Ⅰ　前中間会計期間（自　令和３年11月１日　至　令和４年４月30日）

１．製品及びサービスごとの情報

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：千円）

 賃貸事業 分譲地関連事業 索道事業 合　計

 外部顧客への売上高 142,050 8,339 8,840 159,229

 
　         ２．地域ごとの情報

(1）売上高

当社の外部顧客への売上高は、全て本邦におけるものであります。
 

(2）有形固定資産

当社の有形固定資産は、全て本邦に所在しております。
 

　         ３．主要な顧客ごとの情報

                                    　　　　　　 （単位：千円）

　顧客の名称 　売上高 関連するセグメント名

　三好カントリー倶楽部 138,000 賃貸事業

 
Ⅱ　当中間会計期間（自　令和４年11月１日　至　令和５年４月30日）

１．製品及びサービスごとの情報

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：千円）

 賃貸事業 分譲地関連事業 索道事業 合　計

 外部顧客への売上高 140,850 8,485 8,457 157,792

 
　         ２．地域ごとの情報

(1）売上高

当社の外部顧客への売上高は、全て本邦におけるものであります。
 

(2）有形固定資産

当社の有形固定資産は、全て本邦に所在しております。
 

　         ３．主要な顧客ごとの情報

                                    　　　　　　 （単位：千円）

　顧客の名称 　売上高 関連するセグメント名

　三好カントリー倶楽部 138,000 賃貸事業

 
【報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報】

前中間会計期間（自　令和３年11月１日　至　令和４年４月30日）

該当事項はありません。
 

当中間会計期間（自　令和４年11月１日　至　令和５年４月30日）

該当事項はありません。
 

【報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報】

前中間会計期間（自　令和３年11月１日　至　令和４年４月30日）

該当事項はありません。
 

当中間会計期間（自　令和４年11月１日　至　令和５年４月30日）

該当事項はありません。
 

【報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報】

前中間会計期間（自　令和３年11月１日　至　令和４年４月30日）

該当事項はありません。
 

当中間会計期間（自　令和４年11月１日　至　令和５年４月30日）

該当事項はありません。
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（１株当たり情報）

 
前中間会計期間

（自　令和３年11月１日
至　令和４年４月30日）

当中間会計期間
（自　令和４年11月１日
至　令和５年４月30日）

１株当たり中間純利益 3,543.01円 3,108.10円

（算定上の基礎）   

中間純利益（千円） 35,430 31,080

普通株主に帰属しない金額（千円） － －

普通株式に係る中間純利益（千円） 35,430 31,080

普通株式の期中平均株式数（株） 10,000 10,000

　（注）潜在株式調整後１株当たり中間純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。

 

 
前事業年度

（令和４年10月31日）
当中間会計期間

（令和５年４月30日）

１株当たり純資産額 198,263.04円 201,371.14円

（算定上の基礎）   

純資産の部の合計額（千円） 1,982,630 2,013,711

純資産の部の合計額から控除する金額（千円） － －

普通株式に係る中間期末（期末）の純資産額

（千円）
1,982,630 2,013,711

１株当たり純資産額の算定に用いられた中間期末

（期末）の普通株式の数（株）
10,000 10,000

 

（重要な後発事象）

　該当事項はありません。

 

 

（２）【その他】

　特記すべき事項はありません。
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第６【提出会社の参考情報】
　当中間会計期間の開始日から半期報告書提出日までの間に、次の書類を提出しております。

有価証券報告書

及びその添付書類

事業年度

（第63期）

自　令和３年11月１日

至　令和４年10月31日
 

令和５年１月27日

東海財務局長に提出
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第二部【提出会社の保証会社等の情報】
　該当事項はありません。
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 独立監査人の中間監査報告書  

 

 令和５年７月27日

株式会社三好ゴルフ倶楽部  

 取締役会　御中  

 
 名古屋監査法人

  愛知県名古屋市
 

 
代表社員
業務執行社員

 公認会計士

 

大　　西　　正　　己

　
 

 
代表社員
業務執行社員

 公認会計士 市　　川　　泰　　孝

 

中間監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状

況」に掲げられている株式会社三好ゴルフ倶楽部の令和４年11月１日から令和５年10月31日までの第64
期事業年度の中間会計期間（令和４年11月１日から令和５年４月30日まで）に係る中間財務諸表、すな
わち、中間貸借対照表、中間損益計算書、中間株主資本等変動計算書、中間キャッシュ・フロー計算
書、重要な会計方針及びその他の注記について中間監査を行った。
当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の

作成基準に準拠して、株式会社三好ゴルフ倶楽部の令和５年４月30日現在の財政状態及び同日をもって
終了する中間会計期間（令和４年11月１日から令和５年４月30日まで）の経営成績及びキャッシュ・フ
ローの状況に関する有用な情報を表示しているものと認める。
 

中間監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠して中間監査を

行った。中間監査の基準における当監査法人の責任は、「中間財務諸表監査における監査人の責任」に
記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立してお
り、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、中間監査の意見表明
の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
 

中間財務諸表に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して中

間財務諸表を作成し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示
のない中間財務諸表を作成し有用な情報を表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び
運用することが含まれる。
中間財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき中間財務諸表を作成すること

が適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準
に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視

することにある。
 

中間財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した中間監査に基づいて、全体として中間財務諸表の有用な情報の表

示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得て、中間監
査報告書において独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正
又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、中間財務諸表の利用者の意思決定に影
響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に従って、中間監査の過程を

通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

・ 不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽
表示リスクに対応する中間監査手続を立案し、実施する。中間監査手続の選択及び適用は監査人の判
断による。さらに、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。なお、中
間監査手続は、年度監査と比べて監査手続の一部が省略され、監査人の判断により、不正又は誤謬に

EDINET提出書類

株式会社三好ゴルフ倶楽部(E04654)

半期報告書

26/27



よる中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクの評価に基づいて、分析的手続等を中心とした監査手続に
必要に応じて追加の監査手続が選択及び適用される。

・ 中間財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査
人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するために、中間財務諸
表の作成と有用な情報の表示に関連する内部統制を検討する。

・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理
性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。

・ 経営者が継続企業を前提として中間財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手し
た監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な
不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場
合は、中間監査報告書において中間財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性
に関する中間財務諸表の注記事項が適切でない場合は、中間財務諸表に対して除外事項付意見を表明
することが求められている。監査人の結論は、中間監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいて
いるが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。

・ 中間財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の
作成基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた中間財務諸表の表示、構成及
び内容、並びに中間財務諸表が基礎となる取引や会計事象に関して有用な情報を表示しているかどう
かを評価する。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した中間監査の範囲とその実施時期、中間監査の実施

過程で識別した内部統制の重要な不備を含む中間監査上の重要な発見事項、及び中間監査の基準で求め
られているその他の事項について報告を行う。
 

利害関係
　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はな
い。
 

以　上
 

※１　上記の中間監査報告書の原本は当社（半期報告書提出会社）が別途保管しております。

２　XBRLデータは中間監査の対象には含まれておりません。
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